
下水道使用料改定（案）について
【パブリックコメント資料】（概要版）

◆使用料の改定を行う理由

本市の下水道事業は、単年度の下水道使用料収入だけでは、段階的に増

加する流域下水道維持管理負担金や建設費用等をまかないきれていない

状況が続いており、不足分は水道事業からの借入等により補っています。

現在、下水道管の整備はおおむね完了していますが、一方で八潮市で起き
た道路陥没事故や大規模地震の頻発を受け、今後は、老朽化対策を更に加
速させていく必要があります。

※下水道使用料は、2か月に一度の水道メーターの検針水量（水道使用水量）で計算されます。

◆使用料見直しの目標

①経費回収率100%以上を維持 ※令和６年度末時点で９５．７％

汚水処理に要する費用をどの程度下水道使用料でまかなえているかを
示した指標、経費回収率が100％以上となるよう、見直しを行います。

※経費回収率＝使用料収入÷汚水処理にかかる費用×１００

■使用料体系の変更箇所
現行では2か月の使用水量で20㎥までを基本使用料としています

が、 新しく10㎥を超え20㎥までの従量使用料の区分を設けます。

■改定後の想定使用料金 （2か月分）：税込

石灰付着

◆下水道管の老朽化、

破損状況

市内には、約６００

ｋｍの下水道管が布

設されていますが、

老朽化や破損した管

の交換や修繕を行い

ます。

②内部留保資金（運転資金）20億円を確保

老朽化対策等に必要な経費として、令和１６年度末までに運転資金

２０億円を確保します。
●パブリックコメントの意見を募集します。

期間：令和8年6月1日（月）～6月30日（火）

問い合わせ先

流山市上下水道局 経営業務課

TEL：04-7159-5370

FAX：04-7159-9604

市HPの専用フォームからもお問い合わせ可能です。
破損、浸入水
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◆下水道使用料改定（案）の主旨
市では、安心・安全な下水道を維持するために、下水道使用料の改定をし

たいと考えています。利用者の皆様にはご負担をお願いすることとなりま

すが、ご理解とご協力をお願いいたします。

・令和9年4月から使用料を平均で23.5%値上げ

・使用料体系の変更

基本使用料対象を2か月あたり20㎥までから２か月あたり10㎥までに変

更し、10㎥を超え20㎥までの従量使用料区分を新設
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